
市役所の「夜間窓口サービス」
を開始します

業務名実施課

住民票等の写しの交付、印鑑登録証明書の交付、戸籍謄抄本および附票写しの交付、
独身証明書の交付戸籍住民課

納税証明書の交付（市県民税・法人市民税・固定資産税・軽自動車税）、市税・国
保税の納付（※納付に関する相談には対応しかねます）収税課

国保資格取得届の受付、国保資格喪失届の受付、国保保険証の再交付、国保各種申
請書の受付、後期高齢者医療納付書の再発行、後期高齢者医療各種申請書の受付、
国民年金資格取得・喪失の仮受付、国民年金免除申請の受付

国民健康保険課

所得証明書の交付、所得課税証明書の交付、非課税証明書の交付
原動機付自転車および小型特殊自動車のナンバー交付、原動機付自転車および小型
特殊自動車の廃車手続き

税務課

各種公共料金の納付
（水道・下水道料、下水道受益者負担金、高齢者医療保険料、介護保険料、保育料、
学童保育料、市営住宅使用料、社会教育・体育施設使用料　など）

その他

　「平日の昼間は仕事の都合で手続きに行くことができない」といった市民の皆さんの利便性向上を図るため、
平成31年4月から平日の「夜間窓口サービス」を開始します。
　一方で、平成19年度から毎週日曜日に実施してきた「休日窓口サービス」は、住民票等のコンビニ交付、
市税等のコンビニ納付、マイナンバー制度の導入など、これに替わる各種住民サービスが向上したことにより、
市役所業務の一層の合理化、効率化を図るため、平成31年3月をもちまして、サービスを終了します。
　ご理解とご協力をお願いします。

■ 開設期日　平成31年4月3日（水）から
■ 開設日、開設時間　毎週水曜日　午後5時15分～7時
■ 開設場所　市役所市民窓口館2階　各課窓口
■ 取り扱い業務の内容

平成31年4月から

夜間窓口サービスの概要

現在の「休日窓口サービス」は、平成3１年3月で終了します

■問合せ先　防災危機管理課　消防防災担当　☎ 055（262）4111　　　

モモッピー（以下、桃）
「今年も大きい台風が来て、大変だったッピ」
防災のお兄さん（以下、兄）
「避難勧告の発令もあったり、とても危険な状況だったね」
桃「ところでお兄さん。いまさらだけど、避難勧告が出た
らどうすればいいッピ？」
兄「大事なことは、命を守るために安全な場所に避難するこ
となんだ。今回は、少し難しいけれども避難情報について
勉強してみよう！」
兄「まずは、『避難準備・高齢者等避難開始』だね。この発令
は避難に時間を要する高齢者などに避難開始を促す内容だ
ね。また、その他の人に対しては、勧告や指示に備えて、避難の準備を促しているんだよ」
兄「次に『避難勧告』だね。災害による被害が予想され、危険が高まった時に発令されるよ。
この発令は速やかに安全な場所へ避難するように促しているんだよ。ただし、外出すること
でかえって危険が及びそうな時は、自宅内の安全な場所へ避難しようね」
兄「最後に『避難指示』だね。避難指示は災害が発生した、もしくは災害発生の危険性が非常
に高いときに発令されるもので、すぐに安全な場所へ避難をするように指示
するものだよ。この時も、外出することで危険が高まるようなら家の中の安
全な場所に避難しようね」
桃「今日は文字が多くて疲れたッピ」
兄「9月号以来の登場だから張り切っちゃった」

避難行動をとるモモッピー

■問合せ先　防災危機管理課　消防防災担当　☎ 055（262）4111　　　
■問合せ先　総務課　または各課　☎055（262）4111

【選挙権】
　選挙権とは、満18歳になると与えられる、私たちの代表を選挙で選ぶことができる権利のことです。
　国政選挙については、満18歳以上の日本国民なら選挙権を持てますが、地方選挙については、さ
らに引き続き3カ月以上その区域内に住んでいることが必要となります。
【被選挙権】
　被選挙権とは、皆さんの代表として国会議員、都道府県知事、都道府県議会議員、市区町村長、
市区町村議会議員に就くことができる権利ですが、次の一定の条件を備えている必要があります。
○参議院議員・都道府県知事　⇒　満30歳以上の日本国民  
○衆議院議員・市区町村長　⇒　満25歳以上の日本国民  
○都道府県議会議員・市区町村議会議員　⇒　満25歳以上の日本国民で引き続き3カ月以上その区
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　域内に住んでいること

■問合せ先　笛吹市選挙管理委員会事務局　☎ 055（262）4111笛吹市選挙管理委員会
笛吹市明るい選挙推進協議会

NO.28「選挙」
豆知識

～家族で「選挙」のことについて話してみよう～～家族で「選挙」のことについて話してみよう～
～家族で「選挙」のことに
　ついて話してみよう～

今回は、「選挙権」と「被選挙権」
についてお伝えします
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